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※

1  償却資産とは

2  申告していただく方

3  申告していただく資産

（１）申告が必要な資産

（２）申告の対象とならない資産



（３）償却資産の種類と具体例

（４）資産を貸している方、借りている方
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（５）少額の減価償却資産の取り扱い

（６）償却資産の対象となる車両

（７）家屋と償却資産の区分
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4  提出書類について

5  企業電算処理方式により申告される場合

6  個人番号・法人番号について

（１）償却資産申告書

（２）種類別明細書（増加資産・全資産用）

（３）種類別明細書（減少資産用）
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7  申告書の提出方法について

8  税額の計算方法
（１）課税標準額の計算

「取得価額」　×　「前年中取得資産の減価残存率（Ａ）」　＝　「評価額」

「前年度評価額」　×　「前年前取得資産の減価残存率（Ｂ）」　＝　「評価額」
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9  非課税該当資産がある場合

10  課税標準額の特例について

「課税標準額（1,000円未満切り捨て）」　×　「税率1.5/100」　＝　「税額（100円未満切り捨て）」

（２）税額の計算



11  国税と固定資産税（償却資産）の比較

12  不申告及び虚偽の申告について

13  納税義務者、納期について 

14  実地調査、修正申告、申告もれについて

（１）納税義務者

（２）固定資産の納税通知書について

　（３）納期
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